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井手町体育協会（奥田武彦会長）主催の「第36回町民体育大会」
が、10月21日（日）に井手小学校グラウンドで行われました。大
会では、区対抗リレーや、大なわとびのほか、京都ギネスに挑戦
の種目「リレーボール」など様々な種目で競われました。（区対抗
などの主な結果は、３面に掲載）
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▼

　１０月４日（木）、自然休養村管理センターで、第３回井手
玉川大学が９３名の参加のもと行われました。
今回は、「井手寺と橘諸兄」と題し、茨木敏仁文化財技師を講
師に招き、講演を行いました。
　井手町にゆかりのある橘諸兄と同時代に生きた人物の関係
や、井手寺発掘の経過などを説明。参加者は、奈良時代に思
いを馳せていました。

▼

　１０月１２日（金）、多賀保育園の３～５歳児４５人が同園隣の木田
昭徳さん（西部区）の畑で、サツマイモ掘りを行いました。
　大きなサツマイモに、園児たちは大喜び。採れたサツマイモ
は家に持ち帰ったり、スウィートポテトにして美味しくいただ
きました。

▼

　１０月２日（火）、田辺警察署・綴喜交通安全協会・同会井手支部・
役場職員が、下玉川橋で通り過ぎる車に、シートベルト・チャイル
ドシートの着用を呼びかけました

▼

　１０月１日（月）、玉川保育園の４・５才児と井手小学校の１・２年
生が、サツマイモ掘りをおこないました。
　このサツマイモは、今年５月中旬に、植え付けがされたものです。
園児らが、土を掘っていくと、中から大きなサツマイモが出てきまし
た。その大きさに、全員驚いていました。
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▼

　１０月１４日（日）、木津川市加茂文化センターで「やましろ子どもの読書活動推
進フォーラム声に出して読もう！ｉｎ京都〈やましろ〉」が開催され、多賀小学
校が『みんなで読もう！1000万冊読書キャンペーン表彰』のＫＢＳ京都賞を受
賞しました。

▼
１０月２３日（火）、多賀小学校の５・６年生が、岡本康隆さん（南
部区）の田んぼで稲刈りを行いました。
　今回収穫した稲は同児童が６月に苗を植えたもの。慣れない鎌を
上手に使い、実りの秋を感じていました。

▼

　１０月１５日（月）、平成１９年度木津川右岸宇治木津線道路新設促進協
議会（会長＝汐見明男井手町長）の総会が山吹ふれあいセンターで
開催されました。
　開会にあたり汐見会長は「木津川右岸と左岸とでは格差が拡大し
ている。格差解消には、新名神の早期着工と道路財源の確保が必要
であり、本協議会としても関係機関へ訴えていきたい」と挨拶。
　続いて、見坂国土交通省近畿地方整備局京都国道事務所長、地上
山城広域振興局長、奥田京都府府議会議員らが挨拶。
　総会では、平成１８年度事業報告・決算報告、平成１９年度事業計画・
予算などを承認しました。
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▼

　１０月１２日（金）、井手小学校の５年生が、中坊陽さん（上井手区）
の田んぼで稲刈りを行いました。
　大きく、たくさんの稲穂を実らせた稲は同児童が６月に苗を植え
たもの。鎌を使い、秋の収穫を楽しんでいました。
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月
　
日
（
木
）、
平
成
　
年
度

１０

１８

１９

生
涯
ス
ポ
ー
ツ
功
労
者
表
彰
（
文

部
科
学
大
臣
賞
）
を
受
賞
さ
れ
た

奥
西
康
人
さ
ん
が
役
場
を
訪
れ
、

汐
見
町
長
に
受
賞
の
報
告
を
し
ま

し
た
。

　
長
年
に
わ
た
り
、
町
体
育
協
会

の
役
員
や
体
育
指
導
委
員
を
務
め

ら
れ
、
現
在
の
体
育
協
会
行
事
や

体
育
指
導
委
員
の
教
室
活
動
の
創

設
に
尽
力
さ
れ
た
こ
と
が
評
価
さ

れ
ま
し
た
。
奥
西
さ
ん
は
「
受
賞

が
で
き
た
の
も
、
私
一
人
の
力
だ

け
で
は
な
く
、
周
り
の
皆
さ
ん
の

力
の
お
か
げ
。
今
後
も
、
ス
ポ
ー

ツ
の
み
な
ら
ず
地
域
の
為
に
頑
張

ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
思
っ
て

い
ま
す
」
と
語
ら
れ
ま
し
た
。

以
上
の
お
年
寄
り
、
１
，５
９
８

人
（
男
性
６
４
２
人
、
女
性
９
５

６
人
）
を
対
象
に
行
わ
れ
、
こ
の

う
ち
６
３
１
人
の
方
々
が
出
席
さ

れ
ま
し
た
。

　
式
典
で
は
、　
歳
に
な
ら
れ
た

９５

５
人
を
代
表
し
て
、
杉
林
ミ
ツ
さ

ん
（
水
無
区
）
が
汐
見
町
長
か
ら

表
彰
状
と
お
祝
い
の
毛
布
を
受
け

取
ら
れ
ま
し
た
。
ま
た
、
満
　
歳
８８

（
　
人
）の
米
寿
の
方
々
に
は
京
都

２５府
か
ら
、　
歳
（
１
０
７
人
）
の

７７

喜
寿
の
方
々
に
は
、
町
社
協
か
ら

長
寿
を
祝
う
記
念
品
（
茶
碗
と
湯

の
み
セ
ッ
ト
）が
贈
ら
れ
ま
し
た
。

　
第
２
部
で
は
『
素
人
演
芸
』
が

行
わ
れ
、
日
本
舞
踊
や
カ
ラ
オ
ケ

な
ど
が
披
露
さ
れ
ま
し
た
。
こ
の

ほ
か
に
も
、
い
づ
み
保
育
園
の
園

児
た
ち
が
歌
と
踊
り
を
披
露
、
最

後
に
「
お
じ
い
ち
ゃ
ん
、
お
ば
あ

ち
ゃ
ん
い
つ
ま
で
も
お
元
気
で
い

て
く
だ
さ
い
」
と
心
温
ま
る
メ
ッ

セ
ー
ジ
を
贈
り
ま
し
た
。

の
主
催
で
毎
年
行
わ
れ
て
い
ま

す
。
　
式
典
で
中
坊
溥
社
会
福
祉
協
議

会
副
会
長
は
「
皆
さ
ん
の
ご
長
寿

を
お
祝
い
申
し
上
げ
ま
す
。
社
会

福
祉
協
議
会
で
は
、
安
心
し
て
暮

ら
せ
る
ま
ち
づ
く
り
の
為
に
、
見

守
り
・
声
掛
け
・
支
え
合
い
を
基
本

と
し
、
皆
さ
ん
の
心
身
と
も
に
生

き
が
い
の
あ
る
生
活
が
送
れ
ま
す

よ
う
に
努
力
し
ま
す
」
と
式
辞
を

述
べ
ら
れ
、
汐
見
町
長
は
「
私
た

ち
が
、
平
和
で
豊
か
な
生
活
を
お

く
る
こ
と
が
出
来
ま
す
の
も
皆
様

方
の
長
い
間
の
ご
苦
労
と
ご
努
力

の
た
ま
も
の
で
す
。
こ
れ
か
ら
も

豊
富
な
知
識
と
経
験
で
若
い
世
代

に
ご
指
導
願
い
ま
す
。
い
つ
ま
で

も
お
健
や
か
に
お
元
気
で
過
ご
し

て
く
だ
さ
い
」
と
述
べ
ら
れ
、
続

い
て
府
知
事
代
理
の
地
上
山
城
広

域
振
興
局
長
、
小
川
町
議
会
議
長

か
ら
祝
辞
が
述
べ
ら
れ
ま
し
た
。

　
当
日
は
、
井
手
町
在
住
の
　
歳
７０

　
井
手
町
敬
老
祝
賀
式
が
、　
月
１０

　
日
（
金
）、
山
城
勤
労
者
福
祉
会

１２館
で
開
催
さ
れ
ま
し
た
。

　
祝
賀
式
は
、
お
年
寄
り
の
長
寿

を
祝
い
、
一
日
を
楽
し
く
過
ご
し

て
も
ら
お
う
と
、
井
手
町
と
町
社

会
福
祉
協
議
会（
西
島
隆
三
会
長
）

い で の ま ち かい で の ま ち か どど

ウオッチング

　
　
月
　
日
（
水
）、
地
域
防
災
の

１０

１７

連
携
に
関
す
る
検
討
委
員
会
（
大

西
政
彦
会
長
）
が
役
場
で
開
催
さ

れ
ま
し
た
。

　
同
委
員
会
は
、
災
害
時
に
被
害

の
軽
減
、
要
配
慮
者
の
避
難
誘
導

等
、
地
域
住
民
と
関
係
機
関
と
の

連
携
の
あ
り
方
に
つ
い
て
検
討

し
、
地
域
防
災
の
強
化
に
つ
な
げ

る
も
の
。

　
今
回
は
、
現
在
ま
で
の
取
組
報

告
、
避
難
基
準
の
検
討
、
要
配
慮

者
（
援
護
者
）
登
録
に
つ
い
て
事

務
局
よ
り
説
明
が
あ
り
、
今
後
検

討
し
て
い
く
こ
と
と
し
ま
し
た
。

式辞を述べる汐見町長

記念品を受け取る杉林さんの代理人

歌と踊りを披露するいづみ保育園の園児たち
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式辞を述べる中坊副会長
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た
く
さ
ん
の
横
断
旗

あ
り
が
と
う
ご
ざ
い

ま
す

恒
久
平
和
を
願
う

井
手
町
戦
没
者
追
悼
式

よ
し
笛
・
ギ
タ
ー
で

　
　
ミ
ニ
コ
ン
サ
ー
ト

　
井
手
町
戦
没
者
追
悼
式
が
、　１０

月
　
日
（
金
）、
自
然
休
養
村
管
理

１９
セ
ン
タ
ー
で
厳
粛
に
行
わ
れ
、
戦

没
者
２
６
１
柱
の
ご
冥
福
を
祈
る

と
と
も
に
、
戦
争
の
な
い
恒
久
平

和
を
誓
い
合
い
ま
し
た
。

　
式
典
に
は
、
遺
族
や
町
内
外
か

ら
来
ひ
ん
の
方
々
約
１
１
０
人
が

参
列
さ
れ
る
な
か
、
全
員
に
よ
る

黙
と
う
が
さ
さ
げ
ら
れ
ま
し
た
。

　
汐
見
町
長
は
「
先
の
戦
争
に
お

い
て
最
愛
の
肉
親
を
犠
牲
に
捧
げ

ら
れ
ま
し
た
ご
遺
族
皆
様
方
の
ご

心
情
を
察
す
る
と
、
お
慰
め
の
言

葉
も
ご
ざ
い
ま
せ
ん
が
、
戦
後
の

不
安
定
な
世
相
の
中
で
苦
難
に
耐

え
子
弟
を
育
て
て
こ
ら
れ
た
こ
と

に
対
し
心
か
ら
敬
意
を
表
し
ま

す
。
戦
争
の
な
い
恒
久
平
和
の
願

い
を
も
ち
、
世
界
平
和
に
努
力
す

る
こ
と
が
戦
没
者
に
報
い
る
道
で

あ
る
と
思
っ
て
い
ま
す
」
と
式
辞

を
述
べ
ら
れ
、
続
い
て
府
知
事
代

理
の
地
上
山
城
広
域
振
興
局
長
や

小
川
町
議
会
議
長
、
宮
本
井
手
地

区
遺
族
会
会
長
ら
か
ら
追
悼
の
言

葉
が
述
べ
ら
れ
、
参
列
者
一
人
ひ

と
り
が
菊
の
花
を
献
花
さ
れ
ま
し

た
。
　
最
後
に
、
遺
族
を
代
表
し
て
多

賀
地
区
遺
族
会
会
長
の
大
平
嘉
憲

さ
ん
か
ら
、
汐
見
町
長
に
式
典
開

催
の
お
礼
の
言
葉
が
あ
り
ま
し

た
。
　
式
典
後
に
は
、
記
念
講
演
が
あ

り
、
松
林
院
住
職
の
大
西
秀
樹
さ

ん
を
講
師
に
招
き
、『
泥
ま
み
れ
に

咲
く
華
』
と
題
し
て
、
講
演
が
行

わ
れ
ま
し
た
。

　
９
月
　
日
（
木
）、
多
賀
小
学
校

２７

に
登
校
用
の
横
断
旗
が
、
綴
喜
地

域
交
通
安
全
活
動
推
進
委
員
協
議

会
の
川
野
博
司
会
員
か
ら
　
本
贈

２５

ら
れ
ま
し
た
。

　
生
徒
を
代
表
し
て
６
年
生
の
八

木
幸
太
君
が
「
今
ま
で
使
っ
て
い

た
旗
が
無
く
て
困
っ
て
い
ま
し

た
。
た
く
さ
ん
の
新
し
い
旗
を
あ

り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。
明
日
か

ら
大
切
に
使
い
ま
す
」
と
お
礼
の

言
葉
を
伝
え
ま
し
た
。

　
最
後
に
川
野
さ
ん
か
ら
「
横
断

旗
は
、
車
か
ら
も
よ
く
目
立
ち
ま

す
。
大
切
に
使
っ
て
、
事
故
に
あ

わ
な
い
で
楽
し
い
学
校
生
活
を
送

っ
て
く
だ
さ
い
」
と
あ
い
さ
つ
が

あ
り
ま
し
た
。

献花を行う遺族の方々

講演を行う大西住職

　
　
月
　
日
（
水
）、
い
づ
み
人
権

１０

１０

交
流
セ
ン
タ
ー
研
修
棟
で
、
い
づ

み
ふ
れ
あ
い
学
級
が
あ
り
、
よ
し

笛
奏
者
の
中
村
由
紀
子
さ
ん
と
ギ

タ
ー
演
奏
者
の
岡
村
範
尚
さ
ん
に

よ
る
「
よ
し
笛
・
ギ
タ
ー
演
奏
」

が
行
わ
れ
ま
し
た
。

　
よ
し
笛
は
、「
ヨ
シ
」
と
よ
ば
れ

る
植
物
を
　
セ
ン
チ
ほ
ど
の
長
さ

２４

に
し
た
も
の
で
、
約
２
オ
ク
タ
ー

ブ
ち
か
く
の
音
階
が
出
せ
ま
す
。

　
演
奏
で
は
、「
も
の
の
け
姫
」
や

「
と
な
り
の
ト
ト
ロ
」
な
ど
を
演

奏
。
そ
の
澄
み
切
っ
た
音
色
に
参

加
者
は
、
耳
を
傾
け
て
い
ま
し

た
。

　
　
月
　
日
（
木
）、
泉
ヶ
丘
中
学

１０

１８

校
の
３
年
生
　
名
が
、
高
等
学
校

６６

の
授
業
を
体
験
し
ま
し
た
。

　
こ
の
体
験
授
業
は
、
年
に
２
回

行
わ
れ
て
お
り
、
今
年
で
７
年

目
。
今
回
は
、
講
師
と
し
て
、
木

津
と
城
陽
の
高
校
か
ら
先
生
を
招

き
、
英
語
と
国
語
の
授
業
が
行
わ

れ
ま
し
た
。
英
語
で
は
、
２
人
１

組
と
な
り
英
訳
に
挑
戦
、
国
語
で

は
枕
草
子
や
源
氏
物
語
を
学
習
し

ま
し
た
。

　
生
徒
達
は
、
熱
心
に
授
業
に
取

り
組
ん
で
い
ま
し
た
。
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よし笛とギターの共演

高校の授業を体験する生徒

横断旗を受け取る児童
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　「地方公共団体における職員給与等の公表について」に基づいて、井手町では平成１０年度から町職員の給与の実態について公
表しています。なお、ここでお知らせする給与等は、税金や各種保険料を差し引く前の金額で、いわゆる「手取り額」ではあ
りません。お問い合わせは、総務課（℡82－6161）まで。また、現在未公表である情報については、公表されしだいホーム
ページにて掲載予定です。

１　総括

（２）職員給与費の状況（普通会計決算）
一人当たり給与費
　　　　　Ｂ／Ａ　

給　　　　　　与　　　　　　費職員数
　　Ａ区　分 　　計　Ｂ期末・勤勉手当職員手当給　　料

６,０１８千円６６２,０２２千円１８２,８８２千円３６,２０６千円４４２,９３４千円１１０人平成１８年度

（３）ラスパイレス指数の状況（各年４月１日現在）

（注）１　職員手当には退職手当を含まない。
　　　２　職員数は、平成１８年４月１日現在の人数である。

２　職員の平均給与月額、初任給等の状況
（１）職員の平均年齢、平均給料月額及び平均給与月額の状況（平成１９年４月１日現在）

（注）１　ラスパイレス指数とは、国家公務員の給与水準を１００とした場合の地方公務員の給与水
準を示す指数である。

　　　２　類似団体平均とは、人口規模、産業構造が類似している団体のラスパイレス指数を単純
平均したものである。

①一般行政職
平均給与月額
（国ベース）平均給与月額平均給料月額平均年齢区　分

３６３,５１６円３７７,５２６円３４１,３４３円４５.３歳井手町
３８３,５４１円－３２５,７２４円４０.７歳国

（注）１　「平均給料月額」とは、平成１９年４月１日現在における各職種ごと
の職員の基本給の平均である。

　　　２　「平均給与月額」とは、給料月額と毎月支払われる扶養手当、地域
手当、住居手当、時間外勤務手当などのすべての諸手当の額を合
計したものであり、地方公務員給与実態調査において明らかにさ
れているものである。

　　　　　また、「平均給与月額（国ベース）」は、国家公務員の平均給与月額
には時間外勤務手当、特殊勤務手当等の手当が含まれていないこ
とから、比較のため国家公務員と同じベースで再計算したもので
ある。

全国町村平均類似団体平均井手町年　度
９３.５９２.１９２.８平成１８年度
９６.１９４.６９９.７平成１３年度

（１）人件費の状況（普通会計決算）
（参考）

平成１７年度の人件費率
人件費率
　Ｂ／Ａ

人　件　費
　　　　　Ｂ　実質収支歳　出　額

　　　　　Ａ　
住民基本台帳人口
（平成１８年度末）区　分

２８.７％２９.４％９４５,９００千円１９１,８３９千円３,２１６,６２１千円８,５２１人平成１８年度

②技能労務職

参考民　　間公　務　員
区　分

Ａ/Ｂ平均給与月額
（Ｂ）平均年齢対応する民間の

類似職種
平均給与月額
（国ベース）

平均給与月額
（Ａ）平均給料月額職員数平均年齢

－－－－３６７,９００円３６９,９４３円３５８,２００円７人５１.１歳井手町

１.０７２９９,８００円４３.３歳廃棄物処理業従業員３１９,９５０円３２０,９５０円３１４,２００円２人４３.９歳うち
清掃職員

１.４８２８７,７００円３９.８歳調理士４２５,５００円４２５,５００円３９７,２００円２人５３.４歳うち
学校給食員

－－－－３６１,５００円３６５,６００円３６１,５００円３人５４.３歳うち
その他技能労務職

－－－－３２０,５１４円－２８７,０９４円５,１９３人４８.８歳国

参　　考

区　分 年収ベース（試算値）の比較

Ｃ/Ｄ民　間
（Ｄ）

公務員
（Ｃ）

－－－井手町

１.２７４,１９２,６００円５,３４２,５５０円うち
清掃職員

１.８４３,８１３,６００円７,０３２,００４円うち
学校給食員

－－－うち
その他技能労務職

※民間データは、賃金構造基本統計調査において公表されているデータを使用
　している（平成１６～１８年の３ヵ年平均）。
※技能労務職の職種と民間の職種等の比較にあたり、年齢、業務内容、雇用形態
　等の点において完全に一致しているものではない。
※年収ベースの「公務員（Ｃ）」及び「民間（Ｄ）」のデータは、それぞれ平均
　給与月額を１２倍したものに、公務員においては前年度に支給された期末・勤
　勉手当、民間においては前年に支給された年間賞与の額を加えた試算値であ
　る。
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（３）職員の経験年数別・学歴別平均給料月額の状況
 （平成１９年４月１日現在）

経験年数２０年経験年数１５年経験年数１０年区　　分
３５０,６００円３００,４００円２７２,３００円大学卒一般行政職 ３１６,６００円２７６,８００円２２９,７００円高校卒
－３００,４００円２４２,８００円高校卒技能労務職 －－－中学卒

３　一般行政職の級別職員数等の状況
（１）一般行政職の級別職員数の状況（平成１９年４月１日現在）

構成比職員数標準的な職務内容区分

２.９％２人
１　定型的な業務を行う主事、技師、保育士若しくは保健師の
職務又はこれに準じる職務

２　主事補、技師補又はこれに準じる職務
１級

３２.８％２３人専門的知識又は技術若しくは経験を必要とする業務を行う主
事、技師、保育士若しくは保健師の職務又はこれに準じる職務２級

２７.１％１９人係長、主任又は主査の職務３級
１０.０％７人課長補佐又は園長補佐の職務４級
１４.３％１０人課長、館長、園長又は所長の職務５級
１２.９％９人部長、室長、局長又は次長等の職務６級

（注）１　井手町の給与条例に基づく給料表の級区分による職員数である。
　　　２　標準的な職務内容とは、それぞれの級に該当する代表的な職務である。

（注）　平成１８年４月１日より給与構造改革により３級と４級を係
長級として統合し、５級を４級、６級を５級、７級を６級と
した。

（２）昇給への勤務成績の反映状況
　　　勤務成績を反映せず

（２）職員の初任給の状況（平成１９年４月１日現在）
国井手町区　　分

１７０,２００円１７６,８００円大学卒一般行政職 １３８,４００円１４８,０００円高校卒
－１４８,０００円高校卒技能労務職 －－中学卒

４　職員の手当の状況
（１）期末手当・勤勉手当

国井　　　手　　　町
―１人当たり平均支給額（平成１８年度） １,６６３　千円

（平成１８年度支給割合） 期末手当　　　勤勉手当
 　　 ３.０ 　月分　　　 １.４５ 　月分
 　（　１.６　）月分　　（　０.７５　）月分

（平成１８年度支給割合）　　期末手当　　　勤勉手当
 　　３.０　月分　　１.４５　月分

（加算措置の状況）
職制上の段階、職務の級等による加算措置
毅役職加算　　　５～２０％
毅管理職加算　　１０～２５％

（加算措置の状況）
職制上の段階、職務の級等による加算措置
毅役職加算　　　　５～１５％

（注）　（　）内は、再任用職員に係る支給割合である。

（３）地域手当（平成１９年４月１日現在）
　　　―　千円支給実績（平成１８年度決算）
　　　―　　円支給職員１人当たり平均支給年額（平成１８年度決算）

国の制度（支給率）支給対象職員数支給率支給対象地域
勤務地域により支給率は異なるが、平成
２２年度制度完成時で最高支給割合１８％。－　人０　％井手町

（注）国の制度では平成２２年度での
完成を目指して、平成１８年度から支
給率を段階的に引き上げることとし
ている。

（２）退職手当（平成１９年４月１日現在）
国井　　手　　町

（支給率）　　　　　　自己都合　　　勧奨・定年
勤続２０年 ２３.５０　月分　３０.５５　月分
勤続２５年 ３３.５０　月分　４１.３４　月分
勤続３５年 ４７.５０　月分　５９.２８　月分
最高限度額 ５９.２８　月分　５９.２８　月分
その他の加算措置　　　　定年前早期退職特例措置

　　　　　　　　　（２～２０％加算）

（支給率）　　　　　　自己都合　　　勧奨・定年
勤続２０年 ２３.５０　月分　３０.５５　月分
勤続２５年 ３３.５０　月分　４１.３４　月分
勤続３５年 ４７.５０　月分　５９.２８　月分
最高限度額 ５９.２８　月分　５９.２８　月分
その他の加算措置　　　　定年前早期退職特例措置

　　　　　　　　　（２～２０％加算）
１人当たり平均支給額　　　　　　２３,３０１　千円

（注）　退職手当の１人当たり平均支給額
は、平成１８年度に退職した職員に支給
された平均額である。

（４）特殊勤務手当（平成１９年４月１日現在）
－　千円支給実績（平成１８年度決算）
－　　円支給職員１人当たり平均支給年額（平成１８年度決算）
－　　％職員全体に占める手当支給職員の割合（平成１８年度）

２種類手当の種類（手当数）
左記職員に対する支給単価主な支給対象業務主な支給対象職員手当の名称

１日につき５００円感染症の防疫作業感染症防疫作業従事職員感染症の防疫作業に従事
する職員の特殊勤務手当

１体につき１０,０００円死体処理死体処理従事職員死体処理に従事する職員
の特殊勤務手当

（５）時間外勤務手当
８,５９４千円支給実績（平成１８年度決算）

７８千円支給職員１人当たり平均支給年額
（平成１８年度決算）

１１,４３６千円支給実績（平成１７年度決算）

１０４千円支給職員１人当たり平均支給年額
（平成１７年度決算）

勤勉手当への勤務実績の反映状況
（一般行政職）

　　一律支給

【参考】

支給率支給対象地域

０　％井手町

（平成２２年度の制度完成時）
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計６０歳以上５６歳～
　５９歳

５２歳～
　５５歳

４８歳～
　５１歳

４４歳～
　４７歳

４０歳～
　４３歳

３６歳～
　３９歳

３２歳～
　３５歳

２８歳～
　３１歳

２４歳～
　２７歳

２０歳～
　２３歳２０歳未満区　分

１１６人１人２２人２７人１６人３人６人１２人９人１２人６人２人０人職員数

主な増減理由対前年
増減数

職員数（人） 区分
部門 平成１９年平成１８年

０２２議　会

一
般
行
政
部
門

普
通
会
計
部
門

財務会計システム導入に
よる減員▲３２０２３総　務

０６６税　務
欠員不補充▲１３８３９民　生
ごみ収集業務委託による
減員▲２７９衛　生

０４４農　林
０１１商　工
０７７土　木

〈参考〉人口１万人当たり職
員数９９.７５人

▲６８５９１計

０１２１２教育部門
〈参考〉人口１万人当たり職
員数１４.０８人

０１２１２小　計

０５５水　道公
営
企
業
等

会
計
部
門

０６６下水道
０８８国保等
０１９１９小　計

〈参考〉人口１万人当たり職
員数１３６.１３人

▲６
［０］

１１６
［１５７］

１２２
［１５７］合　　計

純減率純減数平成２２年４月１日
職員数

平成１７年４月１日
職員数

▲２．４％▲３人１２０人１２３人

５　特別職の報酬等の状況
 （平成１９年４月１日現在）

給料月額等区　分
７３０,０００　円
６００,０００　円
５７０,０００　円

町　長
副町長
収入役

給
料

２９０,０００　円
２２０,０００　円
２００,０００　円

議　長
副議長
議　員

報
酬

（平成１８年度支給割合）
３.００　月分

町　長
副町長
収入役期

末
手
当 （平成１８年度支給割合）

３.３５　月分
議　長
副議長
議　員

（算定方式）　　　　　　　　　　（１期の手当額）　（支給時期） 
給料月額×５３０／１００×在職年数　１５,４７６,０００円　  　任期ごと
給料月額×３１５／１００×在職年数     ７,５６０,０００円　　  任期ごと
給料月額×２７０／１００×在職年数　  ６,１５６,０００円　　  任期ごと

町　長
副町長
収入役

退
職
手
当

６　職員数の状況
（１）部門別職員数の状況と主な増減理由（各年４月１日現在）

（注）１　職員数は一般職に属する職員数である。
　　　２　［　　］内は、条例定数の合計である。

（２）年齢別職員構成の状況（平成１９年４月１日現在）

（３）定員管理の数値目標及び進捗状況
①平成１７年４月１日～平成２２年４月１日における定員管理の数値目標

数値目標計画期間
終　期始　期

▲３人（縮減率２.４％）平成２２年４月１日平成１７年４月１日

（参考）井手町第３次行政改革大綱における定員管理の数値目標（数・率）

(注）退職手当の「１期の手当額」は、４月１日現在の給料月額及び支給率に
基づき、１期（４年＝48月）勤めた場合における退職手当の見込額である。

（６）その他の手当（平成１９年４月１日現在）
支給職員１人当たり
平均支給年額

（平成１８年度決算）

支給実績
（平成１８年度決算）

国の制度と
異なる内容

国の制度と
の異同内容及び支給単価手当名

２５６,９８９円１４,６４８千円同じ

扶養親族である配偶者 １３,０００円
扶養親族でない配偶者を有する場合の１人目の子等 ６,５００円
配偶者以外の扶養親族　２人目以降、１人につき ６,０００円
配偶者がいない場合、そのうち１人については 　１１,０００円
１６歳から２２歳までの子 ５,０００円加算

扶養手当

１６８,６５０円１,６８７千円同じ

職員が世帯主でその所有に係る住宅で新築または購入した住宅は、その日か
ら起算して５年間 　２,５００円
家賃支払いの職員　毅月額２３,０００円以下の家賃　家賃額－１２,０００円＝支給額
　　　　　　　　　毅月額２３,０００円を超える家賃
　　　　　　　　　 （家賃額－２３,０００円）×１/２＝①　　１６,０００円＝②
　　　　　　　　　 （①、②のうち額が少ない方）＋１１,０００円＝支給額
　　　　　　　　　 （最高２７,０００円）

住居手当

６８,８３５円３,７１７千円同じ

交通機関を利用する職員
運賃相当額が５５,０００円までの者 　全額支給
片道２㎞未満 支給なし
自動車等の利用者　通勤距離片道　２㎞以上５㎞未満 　２,０００円
　　　　　　　　　　　　　　　　５㎞以上１０㎞未満 　４,１００円
　　　　　　　　　　　　　　　　１０㎞以上１５㎞未満 　６,５００円
　　　　　　　　　　　　　　　　１５㎞以上２０㎞未満 　８,９００円
　　　　　　　　　　　　　　　　２０㎞以上２５㎞未満 　１１,３００円
　　　　　　　　　　　　　　　　２５㎞以上３０㎞未満 　１３,７００円
　　　　　　　　　　　　　　　　３０㎞以上３５㎞未満 　１６,１００円
　　　　　　　　　　　　　　　　３５㎞以上４０㎞未満 　１８,５００円
　　　　　　　　　　　　　　　　４０㎞以上４５㎞未満 ２０,９００円
　　　　　　　　　　　　　　　　４５㎞以上５０㎞未満　 ２１,８００円
　　　　　　　　　　　　　　　　５０㎞以上５５㎞未満　 ２２,７００円
　　　　　　　　　　　　　　　　５５㎞以上６０㎞未満　 ２３,６００円
　　　　　　　　　　　　　　　　６０㎞以上 　２４,５００円

通勤手当

３４３,６３６円７,５６０千円

月額５,０００円。ただし、町長が必要と認める時は、本俸の１００分の２０以内を支給
することができる。
部長、室長、局長、次長等 　３５,０００円
課長、館長、園長、所長 　２５,０００円

管理職
手当
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一般行政職井　　手　　町

１人当たり
平均支給額

２３,３０１千円

（支給率）　　一般行政職と同様

 自己都合　勧奨・定年
１人当たり
平均支給額 　－千円　　　ー千円

３５８千円支給実績（平成１８年度決算）

１１９千円支給職員１人当たり平均支給年額（平成１８年度決算）

５６３千円支給実績（平成１７年度決算）

１４１千円支給職員１人当たり平均支給年額（平成１７年度決算）

（参考）井手町第３次行政改革大綱における定員管理の数値目標（数・率）

支給職員
１人当たり
平均支給年額

（平成１８年度決算）

支給実績
（平成１８年度決算）

一般行政職
の制度と
異なる内容

一般行政職
の制度との
異同

内容及び支給単価手当名

１８９,０００　円３７８　千円同じ一般行政職と同様扶養手当

 ３０,０００　円 ３０　千円同じ一般行政職と同様住居手当

 ６６,２８８　円１９９  千円同じ一般行政職と同様通勤手当

３００,０００　円３００　千円同じ一般行政職と同様管理職
手当

一人当たり給与費
　Ｂ／Ａ

給　与　費職員数
　　Ａ区　分 計　Ｂ期末・勤勉手当職員手当給　料

６,５４７千円１９,６４０千円５,２４２千円１,３８５千円１３,０１３千円３人平成１８年度決算

②定員管理の数値目標の年次別進捗状況（実績）の概要　　（各年４月１日現在）

（参考）数値目標１８年～２２年計平成２２年
５年目

平成２１年
４年目

平成２０年
３年目

平成１９年
２年目

平成１８年
１年目

平成１７年
計画始期

 区　　分
部　　門 

９０ー９０９０９１９１９２９２職員数一般行政 ▲２▲２（１００％）０▲１０▲１０増　減
１３ー１３１３１３１３１３１３職員数教育 ００（１００％）０００００増　減
１７ー１７１７１７１７１７１８職員数公営企業等会計 ▲１▲１（１００％）００００▲１増　減
１２０ー１２０１２０１２１１２１１２２１２３職員数計 ▲３▲３（１００％）０▲１０▲１▲１増　減

７　公営企業職員の状況
水道事業

①職員給与費の状況

（注）１　職員手当には退職給与金を含まない。
　　　２　職員数は、平成１９年３月３１日現在の人数である。

②職員の基本給、平均月収額及び平均年齢の状況（平成１９年４月１日現在）

平均月収額基本給平均年齢区　分
５８４,８１５円４１０,０００円５４.９歳井手町

（注）　平均月収額には、期末・勤勉手当等を含む。

イ　退職手当（平成１９年４月１日現在）

（注）　退職手当の１人当たり平均支給額は、平成１８年度
に退職した職員に支給された平均額である。

オ　時間外勤務手当

（注）時間外勤務手当には、休日勤務手当を含む。

ウ　地域手当（平成１９年４月１日現在）
　　　　　一般行政職と同様（４（３）を参照）

カ　その他の手当（平成１９年４月１日現在）

④定員管理の数値目標及び進捗状況
ア　平成１７年４月１日～平成２２年４月１日における定員管理の数値目標

数値目標
計画期間

終　期始　期

▲１人（縮減率２５.０％）平成２２年４月１日平成１７年４月１日

イ　定員管理の数値目標の年次別進捗状況（実績）の概要
　　→　６（３）②を参照

③職員の手当の状況
ア　期末手当・勤勉手当

一　般　行　政　職井　　手　　町

１人当たり
平均支給額　　１,６６３千円
（平成１８年度）　　　

１人当たり
平均支給額　　１,７４７千円
（平成１８年度）　　　　　

（平成１８年度支給割合）
　期末手当　　勤勉手当
　　３.０月分　　１.４５月分

（平成１８年度支給割合）
　期末手当　　勤勉手当
　　３.０月分　　１.４５月分

（加算措置の状況）
職制上の段階、　役職加算
職務の級等に
よる加算措置　   ５～１５％
　　  

（加算措置の状況）
職制上の段階、　役職加算
職務の級等に　　
よる加算措置 　 ５～１５％

（参考）平成１７年度の総費用に
占める職員給与費比率

総費用に占める職員給与費
比率　Ｂ／Ａ

職員給与費
　　　　Ｂ

純損益又は
実質収支

総費用
　　Ａ区　分

３４.８％２５.０％２２,６００千円１７,７１２千円９０,４４９千円平成１８年度決算

エ　特殊勤務手当（平成１９年４月１日現在）
　　　　　一般行政職と同様（４（４）を参照）

純減率純減数平成２２年４月１日
職員数

平成１７年４月１日
職員数

▲２５．０％▲１人３　人４　人

（注）　1　計画期間は、平成17年～22年の6年間である。
　　　2　（　％）内の数値は、数値目標に対する進捗率を示す。
　　　3　増減は、各年の欄にあっては対前年比の職員増減数を、計の欄にあっては計画1年目以降現年までの職員増減数の累計を示す。（予定を含む）
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山背古道とことんウォーキング

●OPEN　午前9時～午後5時
●休館日　毎週火曜日・金曜日

お茶のサービスやコーヒー
を販売していますので、お
気軽にお越しください

爽やかな季節、里山や田園風景を楽しみながら秋の山背古道を歩
いてみませんか。
☆日　時　11月23日（金・祝）午前9時30分～午後4時30分
　　　　　（雨天決行）
☆コース　木津～城陽の約23キロコース（※自分にあった距離
　　　　　でウォーキングを楽しみください。）
☆集　合　木津川市南垣外公園（木津駅から西へ徒歩3分）
　　　　　ＪＲ城陽駅（東側）
　　　　　※どちらから出発していただいても結構です。
☆その他　参加者に、地図と記念品のプレゼントがあります。　　
　　　　　中継地点「中天満神社」「井手町まちづくりセンター　
　　　　　椿坂」「ＪＲ棚倉駅前」「上狛茶業ノ碑前」で『ほっ　
　　　　　とコーナー』を設け、飲み物や特産品のサービス・　
　　　　　販売をおこないます。
☆持ち物　弁当、水筒、雨具など

平
成
　
年
4
月
か
ら
新

20

し
い
高
齢
者
の
医
療
制

度
が
始
ま
り
ま
す
。

　
平
成
　
年
４
月
か
ら
現
行
の

２０

「
老
人
保
健
制
度
」
に
代
わ
り
、

　
歳
以
上
の
方
と
一
定
の
障
害

７５が
あ
る
と
認
定
さ
れ
た
　
歳
以

６５

上
　
歳
未
満
の
方
が
対
象
と
な

７５
る
｢後
期
高
齢
者
医
療
制
度
｣が

始
ま
り
ま
す
。

【
後
期
高
齢
者
医
療
制
度
の
主

な
ポ
イ
ン
ト
】

煙
対
象
と
な
る
方（
被
保
険
者
）

は
、　
歳
以
上
の
方
と
一
定
の

７５

障
害
が
あ
る
と
広
域
連
合
の
認

定
を
受
け
た
　
歳
以
上
　
歳
未

６５

７５

満
の
方
で
す
。　

煙
対
象
と
な
る
方
は
、
現
在
加

入
し
て
い
る
国
民
健
康
保
険
や

被
用
者
保
険
（
政
府
管
掌
健
康

保
険
、
健
康
保
険
組
合
、
共
済

組
合
、
船
員
保
険
等
）
か
ら
脱

退
し
、
｢後
期
高
齢
者
医
療
制

度
｣に
加
入
す
る
こ
と
に
な
り

ま
す
。

煙
対
象
と
な
る
す
べ
て
の
方
に

保
険
料
を
負
担
し
て
い
た
だ
き

ま
す
。

煙
保
険
料
は
原
則
と
し
て
年
金

か
ら
天
引
き
と
な
り
ま
す
。

　
ま
た
、
平
成
　
年
４
月
以
降

２０

に
　
歳
に
到
達
さ
れ
る
方
も
順

７５
次
、
誕
生
日
当
日
か
ら
「
後
期

高
齢
者
医
療
制
度
」
に
移
行
す

る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

　
京
都
府
で
は
、
府
内
の
全
市

町
村
が
加
入
す
る
｢京
都
府
後

期
高
齢
者
医
療
広
域
連
合
｣が
｢

後
期
高
齢
者
医
療
制
度
｣の
運

営
を
行
い
ま
す
。
保
険
料
の
徴

収
や
届
出
の
受
付
等
の
事
務
は

市
町
村
が
行
い
ま
す
。

●
保
険
証
に
つ
い
て

　
現
在
お
持
ち
の
保
険
証
に
代

わ
り
、
新
た
に
、
後
期
高
齢
者

医
療
広
域
連
合
か
ら
一
人
に
一

枚
保
険
証
が
交
付
さ
れ
ま
す
。

●
医
療
費
の
自
己
負
担
に
つ
い

て　
老
人
保
健
制
度
と
同
様
に
、

一
般
の
方
は
１
割
負
担
、
現
役

並
み
所
得
者
は
３
割
負
担
と
な

り
ま
す
。　

●
費
用
の
負
担
に
つ
い
て

　
医
療
機
関
で
支
払
う
窓
口
負

担
分
を
除
い
た
後
期
高
齢
者
医

療
に
か
か
る
費
用
は
、
公
費

（
国
、
都
道
府
県
、
市
町
村
）
約

５
割
、
後
期
高
齢
者
支
援
金

（
現
役
世
代
か
ら
の
支
援
）約
４

割
、
後
期
高
齢
者
の
方
々
の
保

険
料
約
１
割
で
賄
わ
れ
ま
す
。

●
保
険
料
に
つ
い
て

　
保
険
料
は
個
人
単
位
で
賦
課

さ
れ
ま
す
。
こ
れ
ま
で
被
用
者

保
険
の
被
扶
養
者
で
あ
っ
た
方

も
含
め
て
す
べ
て
の
方
に
保
険

料
を
負
担
し
て
い
た
だ
く
こ
と

に
な
り
ま
す
。

　
ま
た
、
所
得
の
少
な
い
方

や
、
被
保
険
者
と
な
る
前
日
ま

で
被
用
者
保
険
の
被
扶
養
者
で

あ
っ
た
方
に
つ
い
て
は
、
保
険

料
の
軽
減
措
置
が
あ
り
ま
す
。

　
保
険
料
率
に
関
す
る
こ
と
は

広
域
連
合
議
会
に
お
い
て
、　１１

月
頃
に
決
定
す
る
予
定
で
す
。

　
　

●
保
険
料
の
納
め
方
に
つ
い
て

　
保
険
料
は
原
則
と
し
て
年
金

か
ら
の
天
引
き
に
な
り
ま
す

（
特
別
徴
収
）。

　
た
だ
し
、
年
金
の
年
額
が
　１８

万
円
未
満
の
方
な
ど
は
天
引
き

の
対
象
に
な
り
ま
せ
ん
。

　
特
別
徴
収
さ
れ
な
い
方
に
つ

い
て
は
、
口
座
振
替
等
の
方
法

に
よ
り
市
町
村
に
納
め
て
い
た

だ
き
ま
す
（
普
通
徴
収
）。

●
給
付
に
つ
い
て

　
給
付
は
、
療
養
の
給
付
、
入

院
時
食
事
療
養
費
、
入
院
時
生

活
療
養
費
、
療
養
費
、
高
額
療

養
費
等
が
あ
り
、
老
人
保
健
制

度
と
同
様
の
給
付
が
受
け
ら
れ

ま
す
。

※
お
問
い
合
わ
せ
は
、
民
生
部

福
祉
課
（
℡
　
‐
６
１
６
５
）

８２

ま
で

椿坂でくつろぐ参加者たち
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箇
箇
箇
箇
箇
箇
箇
箇
箇
箇
箇
箇
箇
箇
箇
箇
箇
箇
箇
箇
箇
箇
箇
箇
箇
箇
箇
箇
箇
箇
箇
箇
箇
箇
箇
箇
箇
箇
箇
箇
箇
箇
箇
箇

箇
箇
箇
箇
箇
箇
箇
箇
箇
箇
箇
箇
箇
箇
箇
箇
箇
箇
箇
箇
箇
箇
箇
箇
箇
箇
箇
箇
箇
箇
箇
箇
箇
箇
箇
箇
箇
箇
箇
箇
箇
箇
箇
箇

内　　　　　容日　　　時

[テーマ] 　「ドメスティック･バイオレンスの現状と課題」
　　　　　 　　 ～ 被害者救済の現場から ～
[講　  師]　  ウィメンズカウンセリング京都　代表　 井上 摩耶子 さん

11月19日（月）
午後7時～午後8時30分

[テーマ]   「子どもの虐待、周囲の大人にできること」
[講  　師]　  女性ライフサイクル研究所　啓発スタッフ　 津村 薫 さん

11月30日（金）
午後7時～午後8時30分

[テーマ] 　「部落差別の現実を見つめ直す」
[講　  師]　  近畿大学 人権問題研究所　教授　 奥田 均 さん

12月7日（金）
午後7時～午後8時30分

読
書
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア

　
 

養
成
講
座
の
ご
案
内

　
み
な
さ
ん
　
こ
ん
に
ち
は
。

　
秋
の
深
ま
り
と
と
も
に
読
書
に

親
し
む
季
節
と
な
り
ま
し
た
。
今

回
は
、「
読
書
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
の
養

成
講
座
」に
つ
い
て
ご
案
内
し
ま
す
。

　
町
内
の
小
（
中
）
学
校
な
ど
で
、

子
ど
も
た
ち
に
「
本
の
読
み
聞
か

せ
」を
す
る
読
書
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
に

興
味
を
お
持
ち
の
方
は
、
ぜ
ひ
ご

連
絡
く
だ
さ
い
。

募
集
要
項

【
対
象
】
読
書
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
を
始

め
よ
う
と
思
っ
て
い
る
人
及
び
始

め
た
ば
か
り
の
人

【
定
員
】　
　
名
程
度

20

【
参
加
費
】　
無
料

【
会
場
】
山
吹
ふ
れ
あ
い
セ
ン
タ
ー

【
日
時
･内
容
】

第
１
回
　
　
月
　
日
（
木
）

１１

29

午
前
　
時
～
　
時

１０

１１

「
読
書
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
の
あ
り
方
」

第
２
回
　
　
月
６
日
（
木
）

12

午
前
　
時
～
正
午

10

「
読
み
聞
か
せ
の
基
礎
・
体
験
」

第
３
回
　
　
月
　
日
（
木
）

12

13

午
前
　
時
～
正
午

10

「
読
み
聞
か
せ
を
し
て
み
よ
う
」

【
講
師
】
金
川
明
子
さ
ん
他
（
宇
治

市
で
「
子
ど
も
文
庫
」
の
活
動
を

中
心
に
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
と
し
て
活

躍
さ
れ
て
い
ま
す
）

【
募
集
期
間
】

　

(
)

月
８
日
 
木
 
～
　

(
)

日
 
木
 

11

22

【
申
込
先
】
井
手
町
教
育
委
員
会(  

　
‐
４
３
３
３
）
ま
で

82

教育の窓

人権講座「きらめき」
いづみ人権交流センターでは、すべての人が光り輝く社会をめざして、身近に人権
について考え共に学習を深めることを目的に、人権問題啓発事業として、人権講座
「きらめき」を開催します。学習を通して、人権への関心を高めましょう。参加を広
く呼びかけていますので、ぜひこの機会にお申込みください。

◇学習予定

◇会　場　　いづみ人権交流センター 研修棟
◇対　象　　16歳以上の井手町在住または在勤者
◇申込み　　いづみ人権交流センターに、直接または電話かファックスでお申込みください。
　　　　　　その際、名前・住所・連絡先・地区名・受講日をお知らせください。　　
　　　　　　　　[いづみ人権交流センター]電話82－3380　ファックス82－4112
◇その他　　詳しくは、いづみ人権交流センターまでお問いあわせください。

井手町図書館司書の丸山聡子さんによるブックトーク
（やましろ子ども読書活動推進フォーラム（１０月１４日）
の中で）



2007-11 広報いで１２

日
時
／
　
月
　
日（
土
）・
　
月
８
日
（
土
）

１１

２４

１２

い
ず
れ
も
午
後
１
時
半
～
３
時
半

場
所
／
い
ず
れ
も
い
づ
み
人
権
交
流
セ
ン
タ
ー
体

育
館

＊
お
問
い
合
わ
せ
は
、
い
づ
み
児
童
館
（
℡
　
‐
８２

４
１
１
２
）
ま
で

【
い
づ
み
ま
な
び
教
室
】

《
太
極
拳
（
入
門
・
初
級
）》

日
時
／
　
月
　
日
（
金
）
午
後
１
時
半
～
３
時

１１

３０

持
ち
物
／
運
動
で
き
る
服
装
・
上
履
き

《
大
正
琴
》

日
時
／
　
月
　
日
（
金
）
午
前
　
時
～
　
時
半

１１

３０

１０

１１

持
ち
物
／
大
正
琴
・
楽
譜

《
ペ
ン
習
字
教
室
》

日
時
／
　
月
　
日
（
月
）・
　
日
（
火
）

１１

１９

２７

い
ず
れ
も
午
後
１
時
半
～
３
時

《
手
芸
教
室
》

日
時
／
　
月
　
日
（
月
）・
　
日
（
木
）

１１

１２

１５

　
　
い
ず
れ
も
午
後
１
時
半
～
３
時
半

《
料
理
教
室
》

日
時
／
　
月
　
日
（
木
）・
　
月
６
日
（
木
）

１１

２２

１２

　
　
い
ず
れ
も
午
前
　
時
～
正
午

１０

《
人
権
学
習
》

日
時
／
　
月
　
日
（
金
）
午
前
　
時
半
～
午
後
０

１１

３０

１１

時
　
分
、
午
後
３
時
～
３
時
　
分

１０

４０

＊
各
教
室
の
材
料
費
等
は
自
己
負
担
と
な
り
ま
す

場
所
／
い
ず
れ
も
い
づ
み
人
権
交
流
セ
ン
タ
ー
研

修
棟

【
歴
史
学
習
】

日
時
／
　
月
　
日
（
水
）
午
前
　
時
～
午
後
３
時

１１

１４

１０

集
合
場
所
／
い
づ
み
人
権
交
流
セ
ン
タ
ー

【
そ
ば
打
ち
教
室
】

日
時
／
　
月
　
日
（
木
）
午
後
２
時
半
～
４
時
半
・

１１

２９

午
後
７
時
～
９
時

【
い
づ
み
ふ
れ
あ
い
学
級
第
５
回
】

日
時
／
　
月
　
日
（
火
）
午
後
１
時
半
～
３
時

１１

２０

署
（
℡
　
‐
３
０
０
０
）
ま
で

８２

製
造
事
業
所
の
皆
様
へ

　
経
済
産
業
省
で
は
、
工
業
統
計
調
査
を
　
月
　

１２

３１

日
現
在
で
実
施
し
ま
す
。

　
工
業
統
計
調
査
は
、
製
造
業
を
営
む
事
業
所
を

対
象
と
し
て
、
そ
の
活
動
実
態
を
明
ら
か
に
す
る

こ
と
を
目
的
と
し
て
調
査
し
ま
す
。

　
調
査
結
果
は
、
国
や
地
方
公
共
団
体
の
行
政
施

策
の
重
要
な
基
礎
資
料
と
し
て
利
用
さ
れ
る
と
と

も
に
、
企
業
、
大
学
な
ど
で
の
研
究
資
料
、
小
・

中
・
高
等
学
校
の
教
材
な
ど
、
広
く
利
用
さ
れ
て

い
る
と
こ
ろ
で
す
。

　
皆
様
か
ら
ご
提
出
し
て
い
た
だ
く
調
査
票
に
つ

い
て
は
、
統
計
法
に
基
づ
き
調
査
内
容
の
秘
密
は

厳
守
さ
れ
ま
す
の
で
、
正
確
な
ご
記
入
を
お
願
い

し
ま
す
。

井
手
町
木
造
住
宅
耐
震
診
断
士
派

遣
事
業
の
ご
案
内

　
井
手
町
で
は
、
木
造
住
宅
の
耐
震
診
断
を
希
望

さ
れ
る
住
民
に
対
し
、
耐
震
診
断
士
を
派
遣
す
る

事
業
を
実
施
し
て
い
ま
す
。

〈
対
象
と
な
る
住
宅
〉次
の
要
件
を
す
べ
て
満
た
す

木
造
住
宅
が
対
象
と
な
り
ま
す
。

①
１
戸
あ
た
り
の
床
面
積
が
２
４
０
㎡
以
下
で
、

各
住
戸
の
半
分
以
上
の
床
面
積
が
住
宅
と
し
て
使

用
さ
れ
て
い
る
も
の
。（
１
戸
建
て
住
宅
・
長
屋
住

宅
等
が
対
象
）
②
昭
和
　
年
５
月
　
日
以
前
に
着

５６

３１

工
し
、
完
成
し
て
い
る
も
の
。
③
簡
易
耐
震
診
断

（
建
設
課
で
配
布
し
ま
す
）の
診
断
結
果
の
評
点
が

９
点
以
下
で
あ
る
こ
と
。

〈
募
集
戸
数
〉８
戸（
申
込
み
多
数
の
場
合
先
着
順
）

〈
派
遣
す
る
耐
震
診
断
士
〉京
都
府
に
木
造
住
宅
耐

震
診
断
士
と
し
て
登
録
さ
れ
て
い
る
者

〈
必
要
な
費
用
〉
２
，０
０
０
円
（
耐
震
診
断
１
戸

十

一

月

は

、

国

民

健

康

保

険

税
・
介

護

保

険

料

の

第

六

期

納

期

限

で

す

あ
た
り
の
自
己
負
担
額
）

〈
必
要
書
類
〉申
込
み
に
必
要
な
書
類
は
次
の
と
お

り
で
す
。

①
井
手
町
木
造
住
宅
耐
震
診
断
士
派
遣
申
請
書

（
長
屋
住
宅
の
場
合
は
全
住
戸
の
申
込
み
を
同
時

に
提
出
。
所
有
者
と
居
住
者
が
異
な
る
場
合
は
同

意
書
を
添
付
）
②
簡
易
耐
震
診
断
結
果
書
③
建
築

年
月
、
所
有
者
が
わ
か
る
書
類
（
次
の
い
ず
れ
か

の
書
類
）

煙
建
築
確
認
通
知
書
又
は
検
査
証
の
写
し

煙
住
宅
の
登
記
簿
謄
本

煙
建
築
確
認
の
奥
書
証
明

煙
固
定
資
産
税
の
課
税
奥
書
証
明

〈
申
込
期
間
〉　
月
　
日
（
金
）
ま
で

１１

３０

〈
そ
の
他
〉
①
申
込
み
で
き
る
方
は
、
対
象
住
宅
の

所
有
者
又
は
居
住
者
で
す
②
派
遣
申
込
書
と
簡
易

耐
震
診
断
「
だ
れ
で
も
で
き
る
わ
が
家
の
耐
震
診

断
」
は
、
建
設
課
で
お
渡
し
し
ま
す
③
所
有
者
と

居
住
者
が
異
な
る
場
合
は
、
賃
貸
契
約
書
な
ど
所

有
者
と
居
住
者
が
わ
か
る
書
類
が
必
要
で
す
④
本

耐
震
診
断
は
「
一
般
診
断
法
」
に
よ
る
耐
震
診
断

で
あ
り
「
精
密
診
断
」
で
は
あ
り
ま
せ
ん

＊
お
問
い
合
わ
せ
は
、
事
業
部
建
設
課
（
℡
　
‐
８２

６
１
６
７
）
ま
で

講

座
・
教

室

【
和
太
鼓
交
流
教
室
】

日
時
／
　
月
　
日
（
火
）・
　
日（
水
）・
　
日
（
火
）

１１

１３

２１

２７

　
　
／
　
月
５
日
（
水
）

１２

い
ず
れ
も
午
後
７
時
～
９
時

場
所
／
自
然
休
養
村
管
理
セ
ン
タ
ー
ホ
ー
ル

【
和
太
鼓
教
室
（
サ
ー
ク
ル
）
】

日
時
／
　
月
　
日
（
土
）・
　
月
１
日
（
土
）

１１

１７

１２

い
ず
れ
も
午
後
１
時
半
～
３
時
半

【
和
太
鼓
教
室
】

く
ら
し
の
資
金
貸
し
付
け
申
し
込

み
受
付

日
時
／
　
月
　
日
（
水
）
～
　
日
（
木
）

１２

１２

１３

い
ず
れ
も
午
前
９
時
～
午
後
４
時
　
　
　

受
付
／
 役
場
福
祉
課
 

＊
お
問
い
合
わ
せ
は
、
福
祉
課
（
℡
　
‐
６
１
６

８２

５
）
ま
で
　
　

宇
治
税
務
署
か
ら
の
お
知
ら
せ
　

　
平
成
　
年
分
所
得
に
つ
い
て
の
年
末
調
整
説
明

１９

会
が
次
の
日
程
に
よ
り
行
わ
れ
ま
す
。

日
時
／
　
月
　

(
)

日
 水
 　
午
後
２
時
～
４
時

１１

２８

場
所
／
京
田
辺
市
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
ー
ホ
ー
ル

(

※
お
問
い
合
わ
せ
は
、
宇
治
税
務
署
 ℡
　
‐
４
１

４４

)

４
１
  ま
で

救
命
講
習
会
に
参
加
し
ま
せ
ん
か

日
時
／
　
月
２
日
（
日
）
午
前
９
時
～
正
午

１２

場
所
／
京
田
辺
市
消
防
署
井
手
分
署
　
会
議
室

定
員
／
　
名
程
度

１０

参
加
費
／
無
料

受
付
期
限
／
　
月
１
日
（
土
）
ま
で

１２

＊
お
問
い
合
わ
せ
は
、
京
田
辺
市
消
防
署
井
手
分
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日
時
／
　
月
　
日
（
木
）
午
後
１
時
半
～
３
時

１１

１５

場
所
／
玉
泉
苑

日
時
／
　
月
６
日
（
木
）
午
後
１
時
半
～
３
時

１２

場
所
／
賀
泉
苑

対
象
／
い
ず
れ
も
　
歳
以
上

６５

【
ダ
イ
エ
ッ
ト
教
室
】

日
時
／
　
月
　
日
（
木
）
午
後
１
時
半
～
３
時

１１

２２

場
所
／
保
健
セ
ン
タ
ー
　
　

＊
お
問
い
合
わ
せ
は
、
保
健
セ
ン
タ
ー
（
℡
　
‐
８２

３
３
８
５
）
ま
で

子

育

て

【
子
育
て
支
援
セ
ン
タ
ー
】

《
Ａ
赤
ち
ゃ
ん
広
場
》

日
時
／
　
月
　
日
（
木
）午
前
　
時
～
　
時
半

１１

２２

１０

１１

《
Ｂ
赤
ち
ゃ
ん
広
場
》

日
時
／
　
月
　
日
（
金
）午
前
　
時
～
　
時
半

１１

１６

１０

１１

《
遊
び
の
広
場
》

日
時
／
　
月
７
日
（
金
）
午
前
　
時
～
　
時
半

１２

１０

１１

＊
各
広
場
の
名
前
を
募
集
し
て
い
ま
す
。

場
所
／
い
ず
れ
も
井
手
町
子
育
て
支
援
セ
ン
タ
ー

（
玉
川
保
育
園
内
）

＊
お
問
い
合
わ
せ
は
、
子
育
て
支
援
セ
ン
タ
ー

（
℡
　
‐
２
２
３
２
）
ま
で

８２

【
わ
く
わ
く
広
場
】

日
時
／
　
月
　
日
（
木
）
午
前
９
時
半
～
正
午

１１

２２

場
所
／
玉
泉
苑

＊
毎
月
第
４
木
曜
日
に
開
催
し
て
い
ま
す

＊
お
問
い
合
わ
せ
は
、
社
会
福
祉
協
議
会
（
℡
　８２

‐
３
４
９
９
）
ま
で

【
離
乳
教
室
】

日
時
／
　
月
４
日
（
火
）
午
後
１
時
半
～
３
時
半

１２

【
乳
幼
児
健
康
診
査
】

《
乳
児
健
診
》

日
時
／
　
月
３
日
（
月
）

１２

場
所
／
い
ず
れ
も
い
づ
み
人
権
交
流
セ
ン
タ
ー

【
ト
ー
ル
ペ
イ
ン
ト
教
室
】

日
時
／
　
月
　
日
（
月
）・
　
日
（
月
）

１１

１２

２６

　
　
／
　
月
　
日
（
月
）

１２

１０

　
　
い
ず
れ
も
午
後
６
時
半
～
９
時

場
所
／
い
づ
み
人
権
交
流
セ
ン
タ
ー

＊
お
問
い
合
わ
せ
は
、
い
づ
み
人
権
交
流
セ
ン
タ

ー
（
℡
　
‐
３
３
８
０
）
ま
で

８２

【
山
吹
ふ
れ
あ
い
セ
ン
タ
ー
天
文
台
】

日
時
／
　
月
７
日
（
金
）
午
後
７
時
半
～
９
時

１２

場
所
／
山
吹
ふ
れ
あ
い
セ
ン
タ
ー

煙
申
し
込
み
は
不
要
で
す

煙
雨
天
曇
天
の
場
合
は
中
止
し
ま
す

煙
夜
間
の
開
催
に
な
り
ま
す
の
で
、
お
子
様
だ
け

の
参
加
は
ご
遠
慮
く
だ
さ
い

【
生
き
生
き
ふ
れ
あ
い
サ
ロ
ン
】

《
一
銭
焼
き
を
食
べ
ま
し
ょ
う
》

日
時
／
　
月
　
日
（
水
）
午
前
　
時
半
～

１１

２１

１１

場
所
／
玉
泉
苑

費
用
／
２
０
０
円

対
象
／
　
歳
以
上
の
方
お
よ
び
障
害
の
あ
る
方

６０

＊
事
前
申
込
が
必
要
で
す

＊
毎
月
　
日
発
行
の
「
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
バ
ン
ク
だ

２０

よ
り
」
で
、
ふ
れ
あ
い
サ
ロ
ン
の
詳
し
い
内
容
を

お
知
ら
せ
し
ま
す

＊
お
問
い
合
わ
せ
は
、
社
会
福
祉
協
議
会
（
℡
　８２

‐
３
４
９
９
）
ま
で

【
エ
ミ
リ
ー
ズ
ク
ラ
ス
】

《
第
３
回
》

日
時
／
　
月
　
日
（
火
）
午
後
７
時
半
～
９
時

１１

１３

場
所
／
山
吹
ふ
れ
あ
い
セ
ン
タ
ー

健

康

【
成
人
・
高
齢
者
保
健
事
業
】

《
山
吹
体
操
ク
ラ
ブ
・
健
康
相
談
》十

一

月

は

、

多

賀

地

区

の

水

道

メ

ー

タ

ー

検

針

月

で

す

。

メ

ー

タ

ー

ボ

ッ

ク

ス

の

上

に

物

を

置

か

な

い

で

く

だ

さ

い

第
１
・
３
・
４
は
、玉
泉
苑
、
第
２
は
賀
泉
苑
）
に
開

設
し
て
い
ま
す
。（
第
５
月
曜
日
と
祝
日
に
あ
た
る

月
曜
日
は
開
設
し
ま
せ
ん
）

＊
無
料
法
律
相
談
は
予
約
制
と
し
ま
す

＊
お
問
い
合
わ
せ
は
、
社
会
福
祉
協
議
会
（
℡
　８２

‐
３
４
９
９
）
ま
で

【
障
害
者
相
談
】

日
時
／
　
月
　
日（
火
）・
　
日
（
火
）

１１

１３

２７

い
ず
れ
も
午
後
１
時
半
～
４
時

場
所
／
役
場
１
階
相
談
室

＊
お
問
い
合
わ
せ
は
、
福
祉
課
（
℡
　
‐
６
１
６

８２

５
）
ま
で

【
総
合
健
康
相
談
】

日
時
／
　
月
　
日
（
金
）
午
後
１
時
半
～
３
時

１１

３０

場
所
／
保
健
セ
ン
タ
ー

【
母
子
の
相
談
・
教
室
】

《
育
児
相
談
・
あ
そ
び
の
広
場
》

日
時
／
　
月
　
日
（
水
）
午
前
９
時
半
～
　
時
半

１１

２１

１０

場
所
／
保
健
セ
ン
タ
ー

＊
お
問
い
合
わ
せ
は
、
保
健
セ
ン
タ
ー
（
℡
　
‐
８２

３
３
８
５
）
ま
で

【
こ
こ
ろ
の
相
談
室
（
カ
ウ
ン
セ
リ
ン
グ
）
】

日
時
／
　
月
　
日
（
火
）・
　
日
（
火
）

１１

１３

２７

い
ず
れ
も
午
前
　
時
半
～
午
後
２
時

１０

場
所
／
い
づ
み
人
権
交
流
セ
ン
タ
ー

＊
お
問
い
合
わ
せ
は
、
い
づ
み
人
権
交
流
セ
ン
タ

ー
（
℡
　
‐
３
３
８
０
）
ま
で

８２

 【
諸
兄
ま
つ
り
】

日
時
／
　
月
　
日
（
日
）
午
前
　
時
～

１１

１８

１０

場
所
／
ま
ち
づ
く
り
セ
ン
タ
ー
椿
坂
・
上
井
手
区

公
民
館

【
井
手
町
人
権
の
つ
ど
い
】

日
時
／
　
月
４
日
（
火
）
午
後
１
時
半
～

１２

場
所
／
自
然
休
養
村
管
理
セ
ン
タ
ー

対
象
／
Ｈ
　
・
７
・
２
か
ら
Ｈ
　
・
９
・
３
生
ま
れ

１９

１９

《
３
歳
児
健
診
》

日
時
／
　
月
７
日
（
金
）

１２

対
象
／
Ｈ
　
・
４
・
　
か
ら
Ｈ
　
・
７
・
７
生
ま
れ

１６

１５

１６

受
付
／
い
ず
れ
も
午
後
１
時
～
１
時
半

【
予
防
接
種
・
集
団
接
種
】

《
ポ
リ
オ
》

日
時
／
　
月
　
日
（
火
）
午
後
２
時
～
２
時
　
分

１１

１３

４５

煙
生
後
３
ヶ
月
～
　
ヶ
月
ま
で
で
す
が
出
来
る
だ

９０

け
３
ヶ
月
～
　
ヶ
月
の
間
に
２
回
服
用
し
て
下
さ

１８

い
。
１
回
目
と
２
回
目
の
間
隔
を
６
週
間
あ
け
て

下
さ
い
。

＊
母
子
手
帳
と
予
診
票
を
必
ず
持
参
し
て
く
だ
さ

い＊
「
予
防
接
種
ガ
イ
ド
ブ
ッ
ク
」
は
毎
回
必
ず
読

ん
で
く
だ
さ
い

場
所
／
い
ず
れ
も
保
健
セ
ン
タ
ー

＊
お
問
い
合
わ
せ
は
、
保
健
セ
ン
タ
ー
（
℡
　
‐
８２

３
３
８
５
）
ま
で

各

種

相

談

【
行
政
相
談
・
心
配
ご
と
相
談
】

日
時
／
　
月
　
日
（
月
）
午
後
１
時
～
４
時

１１

２６

場
所
／
玉
泉
苑

日
時
／
　
月
　
日
（
月
）・
　
月
　
日
（
月
）

１１

１２

１２

１０

　
　
い
ず
れ
も
午
後
１
時
～
４
時

場
所
／
賀
泉
苑

【
心
配
ご
と
相
談
】

日
時
／
　
月
　
日
（
月
）・
　
月
３
日
（
月
）

１１

１９

１２

　
　
い
ず
れ
も
午
後
１
時
～
４
時

場
所
／
玉
泉
苑

【
無
料
法
律
相
談
】

日
時
／
　
月
　
日
（
月
）
午
後
２
時
～
４
時

１１

２６

場
所
／
玉
泉
苑

＊
心
配
ご
と
相
談
は
、
毎
週
月
曜
日
（
月
４
回
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☆
主
な
新
着
資
料
の
紹
介
  　
月
１１

◆
一
般
書

「
あ
じ
さ
い
日
記
」 

渡
辺
淳
一

「
い
つ
か
は
恋
を
」 

藤
田
宜
永

「
花
合
わ
せ
 濱
次
お
役
者
双
六
」

 

田
牧
大
和

「
新
世
界
よ
り
」
上
・
下
 

貴
志
祐
介

「
お
た
か
ら
蜜
姫
」 

米
村
圭
伍

「
黒
い
森
」 
 

折
原
一

「
頼
山
陽
」
上
・
下
 

見
延
典
子

【
開
館
日
】
火
曜
日
～
日
曜
日

【
開
館
時
間
】　
月
～
翌
年
３
月

１０

午
前
　
時
～
午
後
５
時

１０

☆
　
月
・
　
月
の
休
館
日

１１

１２

　
月
　
・
　
・
　
・
　
・
　

１１

１２
１９
２６
２７
２９

　
月
 ３
・
　
・
　
・
　
・
　
～
　

１２

１０
１７
２５
２７

３１

☆
貸
出
冊
数
お
よ
び
期
間

煙
図
書
は
１
人
　
冊
、
２
週
間

１２

煙
雑
誌
は
１
人
５
冊
、
２
週
間

煙
視
聴
覚
資
料
は
１
人
３
点
、
１
週
間

◆
児
童
書

「
ネ
コ
の
ジ
ュ
ピ
タ
ー
」 
茂
市
久
美
子

「
　
人
の
き
こ
り
」

１０ 

Ａ
・
ラ
マ
チ
ャ
ン
ド
ラ

「
ぞ
う
の
せ
な
か
」 

網
中
い
づ
る

「
い
つ
ま
で
も
」

 

ア
ン
ナ
・
ピ
ン
ヤ
タ
ロ

「
さ
っ
き
は
ご
め
ん
ね
」 

渡
辺
有
一

☆
　
月
・
　
月
の
図
書
館
行
事

１１

１２

《
親
子
で
楽
し
む
紙
し
ば
い
》

　
月
８
日
（
土
）
午
後
１
時
半
か
ら

１２《
 親
と
子
の
絵
本
の
会
》

　
月
　
日
（
土
）
午
後
２
時
か
ら

１１

１７

　
月
　
日
（
土
）
午
後
３
時
か
ら

１２

１５

《
雑
誌
の
リ
サ
イ
ク
ル
》

　
月
１
日
（
土
）
～
７
日
（
金
）

１２山
吹
ふ
れ
あ
い
セ
ン
タ
ー
展
示
ホ
ー
ル

犬身
松浦理英子
あの人の犬になりたい。そし
て人間では辿り着くことので
きない心の深みに飛び込んで
行きたい―。新たに切り開か
れる魂とセクシュアリティを
めぐる物語。電子書籍配信サ
ービス『ＴｉｍｅｂｏｏｋＴ
ｏｗｎ』連載を単行本化。

思いやりのこころ
木村耕一
日本人が昔から大切にしてき
た「思いやり」のこころ。利
他の精神を実践しようとした
古今東西の人々のエピソード
を紹介するほか、古典「徒然
草」の意訳、読者の体験談な
どを収録。今の時代に必要な
メッセージを満載。

ラッセルとクリスマスのまほう
ロブ・スコットン
サンタさんがホタル森に落っ
こちた。ソリはめちゃくちゃ、
クリスマスはとりやめ？  で
も、もこもこひつじのラッセ
ルくんが助けに来たから大丈
夫！  ガンガン、バンバン、ト
ンカチをふるってすごーいも
のを作り上げ…。

でこあてすりすり
長谷川知子
ゆうくんはお熱を出して、お
父さんと病院へ。注射を打っ
ても、おまじないをしてもら
っても、お熱はさがりません。
そこへお母さんが帰ってきて、
「でこあてすりすり」をすると
…なんと！

癌

贋

岩

雁

眼眼眼眼眼眼眼眼眼眼眼眼眼眼眼眼眼眼眼眼眼眼眼眼眼眼眼眼眼

眼眼眼眼眼眼眼眼眼眼眼眼眼眼眼眼眼眼眼眼眼眼眼眼眼眼眼眼眼

翫
翫
翫
翫
翫
翫
翫
翫
翫
翫
翫
翫

翫
翫
翫
翫
翫
翫
翫
翫
翫
翫
翫
翫

Ｑ
　

ど

の

よ

う

な

時

に

、

国

民

年

金

に

加

入

す

る

の

で

す

か

。

Ａ
　
国
民
年
金
は
、
日
本
国
内
に
住

所
が
あ
る
　
歳
以
上
　
歳
未
満
の
方

２０

６０

す
べ
て
が
必
ず
加
入
す
る
制
度
で

す
。

〇
　
歳
に
な
っ
た
と
き

２０
　
厚
生
年
金
保
険
や
共
済
組
合
に
加

入
し
て
い
な
い
方
が
、　

歳
に
な
っ

２０

た
と
き

〇
会
社
を
退
職
し
た
と
き

　
　
歳
に
な
る
前
に
会
社
な
ど
を
退

６０

(

職
し
た
と
き
 
厚
生
年
金
保
険
や
共

済
組
合
の
資
格
を
喪
失
し
た
と
き)  

〇
収
入
が
増
え
、
被
扶
養
配
偶
者
で

な
く
な
っ
た
と
き
（
パ
ー
ト
収
入
が

１
３
０
万
円
以
上
に
な
っ
た
と
き
）

〇
配
偶
者
が
退
職
し
た
と
き

　
配
偶
者
が
退
職
し
、
会
社
員
や
公

務
員
な
ど
の
被
扶
養
配
偶
者
で
な
く

な
っ
た
と
き
（
配
偶
者
が
　
歳
に
達

６５

し
て
第
２
号
被
保
険
者
で
な
く
な
っ

た
と
き
を
含
む
）

　
な
お
、
会
社
や
役
所
、
学
校
な
ど

に
勤
め
て
い
る
方
の
被
扶
養
配
偶
者

に
な
る
と
き
は
、
そ
の
方
の
勤
務
先

へ
届
出
を
行
っ
て
く
だ
さ
い
。
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ごみ収集日程表（11月11日～12月10日）

※ごみ収集に関するお問い合わせは、役場衛生課（TEL８２‐６１６６）まで

し尿収集日程

※し尿に関するお問い合わせは、城南衛生管理組合（TEL０７５‐６３１‐５１７１）まで

収集区域し尿収集
区域番号収集日

西北河原、東北河原、南口、西北ノ代、東北ノ代、北口、西北組、内
垣内、東松ヶ花、奥西、帽子田、下川、判ノ地、田村新田⑧１１月２９日

茶臼塚、新造、東北組、甚五郎谷、阿弥陀寺⑨１１月３０日

西南組、東南組、前川、石名田、立石、小払、岩倉、馬場崎、墓ノ平⑩１２月３日

高橋、谷村、宮ノ後、天王山、蛇谷、粟岡、北赤坂、穴虫、南久保、安
堵山、浜、上ノ浜、起、佃、平山⑪１１月１２日

１２月４日

新四郎山、西山、西垣内、中垣内、東垣内⑫１１月１３日
１２月５日

川久保、北玉水、辻垣内、野畑、山田、里、玉ノ井、西高月、東高月、
清水、栢ノ木、中溝⑬１１月１４日

１２月６日

柏原、南玉水、久保、渋川、段ノ下、扇畑、浜田、南猪ノ阪、北猪ノ阪⑭１１月１５日
１２月７日

梅ノ木原、野神、宮ノ本、西前田、柴木田、北開、北構、南溝、下赤
田、上赤田、鳥休⑮１１月１６日

１２月１０日

★ごみは、朝９時までに出してください。

★カン、ビン、ペットボトル、発泡トレー等は中身の見える袋で出してください。

★「乾電池」は「カン」の日に、「カセットボンベ缶、スプレー缶」は「その他」の日に、それぞれ別袋にして出してください。

★粗大ごみは、収集日の１週間前までに衛生課へ電話予約（TEL８２‐６１６６）してください。（テレビ・冷蔵庫・洗濯機・エア

コン・パソコンは除きます）

※古紙等（新聞、雑誌、ダンボール・紙パックごとに分別のうえ）の収集は全地区毎週月曜日です。

その他
発　泡

トレー等

ペット

ボトル
粗大ごみビンカン燃やすごみ

 区　分

地　区 

１１月２１日

１２月５日

１１月１４日

１１月２８日
１１月２９日１１月２２日１２月６日１１月１５日火・金曜日

北 区

南 区

水 無 区

１１月１４日

１１月２８日

１１月２１日

１２月５日
１１月３０日１１月２２日１２月７日１１月１６日月・木曜日

玉 水 区

石 垣 区

高 月 区

１１月１４日

１１月２８日

１１月２２日

１２月６日
１１月２９日１１月１５日１２月５日１１月２１日火・金曜日

多 賀 全 区

上 井 手 区

地球温暖化防止活動セミナーの開催について

「地球温暖化とはどういった現象なのでしょうか、また、地球温暖化を防ぐにはどういった取り組みが必要なのでしょうか。」
温暖化防止活動セミナーを通し、できるだけ多くの方々が地球温暖化に関する知識をより良く理解していただき、自らのライ
フスタイルの変革、そして二酸化炭素をはじめとする温暖化効果ガスの排出を一層抑制できるようになることを願って開催い
たします。なお、参加費は無料となっておりますのでお気軽にご参加下さい。
日時：１２月１５日（土）午後1：30～3：00
会場：井手町山吹ふれあいセンター　２階集会室
講師：木原　浩貴氏（京都府地球温暖化防止センター・チーフ　コーディネータ）
演題：地球温暖化防止～ここがポイント～
主催：京都府地球温暖化防止活動センター・京都府地球温暖化防止活動推進員井手町連絡会
後援：井手町（予定）



日11/11
行政相談・心配ごと相談（午後１時～４時、賀泉苑）
手芸教室（午後１時半～３時半、いづみ人権交流センター）
トールペイント教室（午後６時半～９時、いづみ人権交流センター）

月12

こころの相談室（午前１０時半～午後２時、いづみ人権交流センター）
障害者相談（午後１時半～４時、役場１階相談室）
ポリオ（午後２時～２時４５分、保健センター）
和太鼓交流教室（午後７時～９時、自然休養村管理センターホール）
エミリーズクラス【第３回】（午後７時半～９時、山吹ふれあいセンター）

火13

歴史学習（午前１０時～午後３時、いづみ人権交流センター集合）
ゆっくり学べるパソコン教室（午後６時半～９時、いづみ人権交流センター）水14
山吹体操クラブ・健康相談（午後１時半～３時、玉泉苑）
手芸教室（午後１時半～３時半、いづみ人権交流センター）木15

金16
家庭教育学級三園交流会（午前１０時～、自然休養村管理センター）
ＩＤＥゆうゆうスポーツクラブ（午前９時半～、町内）
和太鼓教室【サークル】（午後１時半～３時半、いづみ人権交流センター体育館）
親と子の絵本の会（午後２時～、山吹ふれあいセンター）

土17

諸兄まつり（午前１０時～、まちづくりセンター椿坂・上井手区公民館）日18
心配ごと相談（午後１時～４時、玉泉苑）
ペン習字教室（午後１時半～３時、いづみ人権交流センター）
人権講座「きらめき」（午後７時～８時半、いづみ人権交流センター）

月19

いづみふれあい学級【第５回】（午後１時半～３時、いづみ人権交流センター）火20
育児相談・あそびの広場（午前９時半～１０時半、保健センター）
生き生きふれあいサロン【一銭焼きを食べましょう】（午前１１時半～、玉泉苑）
ゆっくり学べるパソコン教室（午後２時半～５時、午後６時半～９時、いづみ人権交流センター）
和太鼓交流教室（午後７時～９時、自然休養村管理センターホール）

水21

わくわく広場（午前９時半～正午、玉泉苑）
料理教室（午前１０時～正午、いづみ人権交流センター）
ダイエット教室（午後１時半～３時、保健センター）

木22

山背古道とことんウォーキング（午前９時半～、山背古道全線）
山吹ＭＴＢチャレンジフェスタ（午前１０時～、町内）金23
ＩＤＥゆうゆうスポーツクラブ（午前９時半～、町内）
和太鼓教室（午後１時半～３時半、いづみ人権交流センター体育館）土24

日25
行政相談・心配ごと相談（午後１時～４時、玉泉苑）
無料法律相談(午後２時～４時、玉泉苑）
トールペイント教室（午後６時半～９時、いづみ人権交流センター）

月26

こころの相談室（午前１０時半～午後２時、いづみ人権交流センター）
ペン習字教室（午後１時半～３時、いづみ人権交流センター）
障害者相談（午後１時半～４時、役場１階相談室）
和太鼓交流教室（午後７時～９時、自然休養村管理センターホール）

火27

ゆっくり学べるパソコン教室（午後２時半～５時、午後６時半～９時、いづみ人権交流センター）水28
そば打ち教室（午後２時半～４時半、午後７時～９時、いづみ人権交流センター）木29
大正琴教室（午前１０時～１１時半、いづみ人権交流センター）
人権学習（午前１１時半～１２時１０分、午後３時～３時４０分、いづみ人権交流センター）
太極拳教室（午後１時半～３時、いづみ人権交流センター）
総合健康相談（午後１時半～３時、保健センター）
人権講座「きらめき」（午後７時～８時半、いづみ人権交流センター）

金30

無火災デー防火パレード
ＩＤＥゆうゆうスポーツクラブ（午前９時半～、町内）
和太鼓教室【サークル】（午後１時半～３時半、いづみ人権交流センター体育館）

土12/1

日2
行政相談・心配ごと相談（午後１時～４時、玉泉苑）
乳児健診（受付：午後１時～１時半、保健センター）月3
離乳教室（午後１時半～３時半、保健センター）
井手町人権のつどい（午後１時半～、自然休養村管理センター）火4
ゆっくり学べるパソコン教室（午後６時半～９時、いづみ人権交流センター）
和太鼓交流教室（午後７時～９時、自然休養村管理センターホール）水5
料理教室（午前１０時～正午、いづみ人権交流センター）
綴喜２市２町「障害者週間」啓発事業（午後１時１５分～、自然休養村管理センター）
山吹体操クラブ・健康相談（午後１時半～３時、賀泉苑）

木6

３歳児健診（受付：午後１時～１時半、保健センター）
人権講座「きらめき」（午後７時～８時半、いづみ人権交流センター）
天文台公開（午後７時半～９時、山吹ふれあいセンター）

金7

ＩＤＥゆうゆうスポーツクラブ（午前９時半～、町内）
和太鼓教室（午後１時半～３時半、いづみ人権交流センター体育館）
親子で楽しむ紙しばい（午後１時半～、山吹ふれあいセンター図書館）

土8

日9
行政相談・心配ごと相談（午後１時～４時、賀泉苑）
トールペイント教室（午後６時半～９時、いづみ人権交流センター）月10

住 民 カ レ ン ダ ー

行　　　　事曜月日

届出人赤ちゃん住所

和 正 侑  華 
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森井手

直 樹 優  心 
ゆう しん

西井手
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まちのカレンダまちのカレンダーー
（11月11日～12月10日）
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（９月２０日から１０月１９日までの届出分・敬称略）

電話番号名　　称
0774－82－6161総　務　課

総　務　部 0774－82－6162企画財政課
0774－82－6163税　務　課
0774－82－6164住　民　課

民　生　部 0774－82－6165福　祉　課
0774－82－6166衛　生　課
0774－82－6167建　設　課事　業　部 0774－82－6168産　業　課
0774－82－6169水　道　課上下水道部 0774－82－6170    下 水 道 課
0774－82－6171会計課
0774－82－6172議会事務局
0774－82－4333
0774－82－5700

教育委員会（学校教育課）
山吹ふれあいセンター（図書館・社会教育課）

0774－82－3380
4112

いづみ人権交流センター
いづみ児童館

0774－82－3385保健センター
0774－82－3690地域包括支援センター
0774－82－2070泉ヶ丘中学校
0774－82－2119井手小学校
0774－82－2112多賀小学校
0774－82－2153玉川保育園
0774－82－2225多賀保育園
0774－82－4160いづみ保育園
0774－82－2232子育て支援センター
0774－82－4651環境衛生センター
0774－82－3617学校給食センター
0774－82－3838井手町まちづくりセンター椿坂
0774－99－4318町立デイサービスセンター
0774－82－3499老人福祉センター「玉泉苑」
0774－82－5059老人福祉センター「賀泉苑」
0774－82－3000京田辺市消防署　井手分署
0774－82－2001代 表 番 号

公共施設電話番号一覧




